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第１章 

長野市下水道10年ビジョン 

改訂の趣旨と位置付け 

１ 改訂の趣旨  

２ 位置付け  
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 「長野市下水道 10 年ビジョン」は、平成 23 年３月に「暮らしと水環境を向上させる長野

市の下水道」を将来像として掲げ、全戸水洗化へ向けた施設整備を中心に、平成３２年度まで

の１０年間の本市の下水道事業の基本計画として策定し、基本施策として定めた「下水道の普

及促進」「安全・安心な下水道」「環境保全に配慮した下水道」「下水道の施設再生」及び「健全

な下水道経営・施設の適正な管理」の5項目の実現を目指してきました。策定から５年が経過

し、人口普及率は平成27年度末に97.3％に達し、また、平成26年度からは長寿命化及び地

震対策事業に着手するなど、施設整備から管理運営に軸足を移す時機を迎えています。 

このような中、国は「持続的発展が可能な社会の構築に貢献する」ことを下水道の使命と位

置付け、平成 26 年に「新下水道ビジョン」を策定、平成 27 年には下水道法を改正し、持続

可能な事業運営のための施策を示しました。 

そこで、ビジョンの各施策の進捗状況を精査し、新たな課題を整理するなど見直しを行い、

下水道施設全体を対象とする長寿命化計画（ストックマネジメント計画）を策定し、耐震化を

考慮した改築更新や維持管理の方針を定め、事業計画及び経営戦略に基づき、５０年後を見据

えた持続可能な経営を行うため、長野市下水道 10 年ビジョンを改訂し、新たな将来像と施策

を示すこととしました。 

 「長野市下水道 10 年ビジョン」は、本市の下水道事業の今後 10 ヵ年（平成 29～38 年度）

の基本計画と位置付けます。本ビジョンは、上位計画である第五次長野市総合計画の施策を反

映し、国土交通省の“新下水道ビジョン～「循環のみち」の持続と進化～”及び長野県の“「水

循環・資源循環のみち 2015 構想」”を基に、将来像を ～良好な暮らしと環境を持続させる

長野市の下水道～として掲げ策定しました。 

第１章 長野市下水道10年ビジョン改訂の趣旨と位置付け 

１ 改訂の趣旨

２ 位置付け

【新下水道ビジョン】国土交通省

循環のみち下水道の成熟化（「持続」と「進化」） 

【水循環・資源循環のみち2015構想】長野県

持続可能な生活排水対策ビジョン 

～良好な暮らしと環境を持続させる 

長野市の下水道～ 

下水道の持続 強靭な下水道

健全な経営

長野市上下水道

事業経営審議会 

パブリック 

コメント 

【長野市下水道10年ビジョン（改訂版）】 

将来像

【第五次長野市総合計画】 

健全運営による下水道機能の維持 

公共用水域における水質汚濁の低減

  総合治水対策による災害の未然防止 



- 7 - 

第２章 

長野市下水道事業の概要 

１ 汚水処理事業の現状 

２ 雨水処理事業の現状 

３ 事業経営状況 

４ 機構 
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本市の下水道は、汚水と雨水を別々の系統で排除する分流式を採用しており、汚水は公共下

水道、農業集落排水及び浄化槽により整備を行っています。 

１ 公共下水道事業の現状 

本市の公共下水道事業には、単独公共下水道、流域関連公共下水道、特定環境保全公共下水

道があります。 

○単独公共下水道（以下「単独公共」という） 

   地方公共団体が単独で処理場・管渠を整備するもので、本市では中心市街地を対象とした

東部処理区で行っています。 

○流域関連公共下水道（以下「流域関連」という） 

   複数の市町村が共同で整備・管理するもので、本市の千曲川流域関連公共下水道は上流処

理区と下流処理区があり、県で終末処理場と幹線管渠を整備管理しています。 

○特定環境保全公共下水道（以下「特環」という） 

   水道水源など水質保全上特に必要な地区や観光地などを対象として整備するもので、飯

綱・下流・戸隠高原・豊岡・鬼無里・新町及び中条処理区があります。 

1）事業の沿革 

昭和 28年 市街地中心部より単独公共下水道に着手 

昭和 34年 南部終末処理場供用開始 

昭和 56年 東部浄化センター供用開始 

昭和 56年 新諏訪ポンプ場供用開始 

平成 ３年 千曲川流域下水道（下流処理区）処理場（クリーンピア千曲）供用開始 

平成 ３年 特定環境保全公共下水道飯綱処理区着手 

平成 ５年 安茂里ポンプ場供用開始 

平成 ８年 千曲川流域下水道（上流処理区）処理場（アクアパル千曲）供用開始 

平成 ９年 川合新田ポンプ場供用開始（南部処理区を東部処理区へ統合） 

平成 17年 旧豊野町公共下水道事業を長野市公共下水道事業へ編入 

平成 21年 旧戸隠村、旧鬼無里特定環境保全公共下水道を長野市上下水道局へ編入 

平成 22年 旧信州新町、旧中条村特定環境保全公共下水道を長野市上下水道局へ編入 

第２章 長野市下水道事業の概要 

１ 汚水処理事業の現状 
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2）整備状況及び施設状況 

   本市の公共下水道の平成 27 年度末における整備面積は 9,604.4ha であり、面積整備率

は 87.7％となっています。また、公共下水道の処理人口は 356,690 人であり、人口普及

率は93.3％となっています。 

表 2-1  整備状況一覧表                        平成 27年度末

全体 

単独 

公共 
流域関連 特  環 

東 部 

処理区 

下 流 

処理区 

上 流 

処理区 

飯 綱 

処理区 

下 流 

処理区 

戸 隠 

高 原 

処理区 

豊 岡 

処理区 

鬼無里 

処理区 

新 町 

処理区 

中 条 

処理区 

計画面積 

(ha) 
10,947.3 3,221.5 2,522.5 3,933.1 486.0 392.4 85.0 112.0 47.0 87.8 60.0

整備面積 

（ha） 
9,604.4 3,123.5 2,177.9 3,261.4 304.0 355.9 85.0 108.7 44.4 83.6 60.0

面積整備率 

(％) 
87.7 97.0 86.3 82.9 62.6 90.7 100.0 97.1 94.5 95.2 100.0

処理人口 

（人） 
356,690 148,373 82,098 111,767 621 8,191 962 1,290 535 1,809 1,044

水洗化人口 

（人） 
338,517 147,437 78,680 100,584 582 6,874 850 1,029 480 1,257 744

水洗化率 

(％) 
94.9 99.4 95.8 90.0 93.7 83.9 88.4 79.8 89.7 69.5 71.3

人口普及率 

(％) 
93.3 38.8 21.5 29.2 0.2 2.1 0.3 0.3 0.1 0.5 0.3

人口整備率 

(％) 
98.4 99.4 98.5 97.1  69.4 96.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

水洗化率：処理人口に対する水洗化人口の割合  

人口普及率：行政人口382,141人（平成27年度末）に対する処理人口の割合 

人口整備率：各処理区ごとの計画人口に対する処理人口の割合 

表 2-2  施設一覧表                          平成 27年度末 

処 理 区 処理施設(供用開始年度) その他施設(供用開始年度) 
ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 

箇所数 

東部処理区 

（特環飯綱処理区含む） 
東部浄化センター(S56) 

新諏訪ポンプ場(S56) 

19 安茂里ポンプ場(H5) 

川合新田ポンプ場(H8) 

下流処理区 

（特環下流処理区含む） 

クリーンピア千曲(H2) 

（長野県管理） 
 39 

上流処理区 
アクアパル千曲(H8) 

（長野県管理） 
 55 

戸隠高原処理区 戸隠高原浄化センター(H7)  27 

豊岡処理区 豊岡浄化センター(H10)  30 

鬼無里処理区 鬼無里浄化センター(H9)  15 

新町処理区 信州新町浄化センター(H10)  11 

中条処理区 中条浄化センター(H14)  37 

合 計 8処理施設 3汚水ポンプ場 233 
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平成27年度末における公共下水道汚水管渠の総延長は約2,164kmとなっています。 

 そのうち、8２%が塩化ビニル管であり、11％が鉄筋コンクリート管、4%が陶管、３％がそ

の他の管種となっています。 

表 2-3  公共下水道管渠延長一覧表                  平成 27年度末 

管 渠 延 長 （km） 

鉄筋コンク

リート管 
陶管 

塩化 

ビニル管 
その他 合計 

単独公共 

（特環飯綱処理区含む） 
116.5 81.5 506.6 46.3 750.9 

流域関連 

（特環下流処理区含む） 
121.2 1.7 1,146.2 15.8 1,284.9 

特環 3.0 0.0 116.1 9.0 128.1 

合計 240.7 83.2 1,768.9 71.1 2,163.9 

図 2-1 公共下水道管渠 管種別内訳     図 2-２ 公共下水道管渠 事業別内訳 

11% 4%

82%

3%

鉄筋コンクリート管

陶管

塩化ビニル管

その他

35%

59%

6%

単独公共（特環飯綱含む）

流域関連（特環下流含む）

特環

特環処理場 写真など 添付 
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２ 農業集落排水事業の現状 

本市には、農業集落排水事業（農村地域振興の一環として公共下水道で整備できない地域を

対象に整備するもの。以下「農集」という。）として20処理区が、小規模集合排水処理施設整

備事業（農村地域振興の一環として公共下水道で整備できない地域を対象に整備する集合処理

施設で、計画規模が10戸以上20戸未満の小規模なもの。以下「小規模」という。）として2

処理区があります。 

1）事業の沿革 

平成 6年 長野地区    信田東部地区供用開始 

平成 8年 戸隠地区    平志垣地区供用開始 

平成 9年 豊野地区    二ツ石地区供用開始 

平成 9年 鬼無里地区   西京東京地区供用開始 

平成 10年 信州新町地区  大原牧下地区供用開始 

2）整備状況及び施設状況 

  平成２７年度末において整備が完了しています。 

事 業 地 区 

計画区域

内人口 

計画区域

内世帯 

処理 

人口 

水洗化 

人口 

水洗化 

世帯

人口 

整備率 
水洗化率 

A （人） B （戸） C （人） D （人） E （戸） C／A D／C 

農 集 

信田東部 819 344 819 781 328 100.0% 95.4% 

安庭 475 204 475 451 194 100.0% 94.9% 

芋井中部 347 147 347 295 125 100.0% 85.0% 

芋井東部 518 215 518 473 196 100.0% 91.3% 

浅川北部 186 80 186 165 71 100.0% 88.7% 

七二会中部 1,390 632 1,390 1,152 524 100.0% 82.9% 

有旅 474 172 474 435 158 100.0% 91.8% 

平三水 404 170 404 306 129 100.0% 75.7% 

芋井西部 220 93 220 142 60 100.0% 64.5% 

山布施 488 222 488 387 176 100.0% 79.3% 

二ツ石 68 23 68 65 22 100.0% 95.6% 

川谷 72 30 72 72 30 100.0% 100.0% 

平志垣 588 255 588 542 235 100.0% 92.2% 

裾花 636 249 636 526 206 100.0% 82.7% 

下内中村 83 38 83 74 34 100.0% 89.2% 

坪山 48 22 48 35 16 100.0% 72.9% 

上楠川 101 41 101 74 30 100.0% 73.3% 

西京東京 187 90 187 158 76 100.0% 84.5% 

上里 280 126 280 235 106 100.0% 83.9% 

大原牧下 319 169 319 215 114 100.0% 67.4% 

小規模 
城山 60 24 69 60 21 100.0% 87.0% 

蟻ケ崎 33 11 33 30 10 100.0% 90.9% 

合 計 22施設 7,805 3,357 7,805 6,673 2,861 100.0% 85.5% 

表 2-4 整備状況一覧表 平成 27年度末 
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表2-5 施設一覧表                          平成 27年度末 

事 業 地 区 

計画 

人口 

（人） 

処理 

人口 

（人） 

処理施設（供用開始年度） その他施設 

管渠 

延長 

（km） 

ﾏﾝﾎｰﾙ 

ﾎﾟﾝﾌﾟ 

箇所数 

農 集 

信田東部 1,560 819 クリーンハウス信田東部(H6)  20.1 5 

安庭 860 475 クリーンハウス安庭(H6)  8.7 7 

芋井中部 710 347 クリーンハウス芋井中部(H8)  11.9 9 

芋井東部 1,120 518 
クリーンハウス芋井東部

(H10) 
 10.5 8 

浅川北部 440 186 
クリーンハウス浅川北部

(H10) 
 5.6 4 

七二会中部 2,350 1,390 
クリーンハウス七二会中部

(H12) 
 36.3 34 

有旅 660 474 クリーンハウス有旅(H13)  8.9 5 

平三水 760 404 クリーンハウス平三水(H16)  11.4 5 

芋井西部 360 220 
クリーンハウス芋井西部

(H17) 
 4.9 6 

山布施 660 488 クリーンハウス山布施(H19)  14.6 10 

二ツ石 110 68 二ツ石排水処理施設(H9)  0.8 1 

川谷 140 72 川谷排水処理施設(H11)  1.1 1 

平志垣 1,160 588 
平志垣地区 

農業集落排水処理施設(H8) 
 14.3 11 

裾花 960 636 
裾花地区 

農業集落排水処理施設(H10) 
 15.8 17 

下内中村 200 83 
下内中村地区 

農業集落排水処理施設(H14) 
 2.5 5 

坪山 80 48 
坪山地区 

農業集落排水処理施設(H16) 
 0.8 2 

上楠川 110 101 
上楠川地区 

農業集落排水処理施設(H16) 
 2.2 7 

西京東京 440 187 
西京東京 

農業集落排水施設(H9) 
 4.1 4 

上里 500 280 上里農業集落排水施設(H12)  6.0 12 

大原牧下 830 319 
大原牧下 

農業集落排水処理施設(H10) 

犀峡ｺﾝﾎﾟｽﾄ 

ｾﾝﾀｰ(H12) 
8.3 8 

小規模 

城山 60 69 城山排水処理施設(H10)  0.3 － 

蟻ヶ崎 90 33 蟻ヶ崎排水処理施設(H15)  0.9 － 

合 計  14,160 7,805 22処理施設  189.8 161 
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３ 戸別浄化槽整備事業の現状 

  戸別浄化槽整備事業は、長野市が使用者から料金等をいただいて設置及び維持管理を行って

いる合併処理浄化槽事業です。平成23年度から公共下水道及び農業集落排水以外の長野市全

域に拡大しています。 

1）事業の沿革 

平成 ７年 鬼無里地区事業開始 

平成 8年 中条地区事業開始 

平成 11年 信州新町地区事業開始 

平成 13年 戸隠地区事業開始 

平成 23年 長野市内全域を対象として事業拡大 

2）整備状況 

本市全域での平成27年度末における合併処理浄化槽設置基数は3,526基です。そのうち戸

別浄化槽は924基であり、残りの2,602基は個人設置浄化槽となっています。 

浄化槽区域における浄化槽による整備人口は5,097人であり、浄化槽区域内人口11,727

人に対する人口整備率は43.5%となっています。 

表 2-６ 長野市全体の浄化槽設置状況               平成 27年度末 

計 

浄化槽 

区域 

対象戸数 (戸)     A 5,551 

対象人口 人口(人)      B 11,727 

戸別浄化槽による設置数 
(基)          C 924 

人口(人)      D 2,634 

個人浄化槽による設置数 
(基)          E 1,138 

人口(人)      F 2,463 

下水道 

計画区域 

計画区域内 

個人浄化槽設置数 

(基)          G 1,464 

人口(人)      H 4,188 

戸別浄化槽による設置数 計 (基)          C 924 

個人浄化槽による設置数 計 (基)      E+G=I 2,602 

浄化槽設置率 (％)     (C+E)/A 37.1 

浄化槽人口整備率 (％)     (D+F)/B 43.5 

合 計 (基)        C+I 3,526 
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４ 施設別汚水量の状況 

  平成 27年度における汚水量の合計は37,429,324ｍ３であり、平成21年度からの推移を

見ると、公共下水道の整備に伴い増加傾向にありますが、今後整備の完了を迎えること、また、

将来人口が減少していくことを考えると、汚水量は減少していき、それに伴う料金収入の減少

が予測されます。 

 表 2-7 処理施設別有収汚水量（m3）                     

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

単独公共 18,089,566 17,937,324 17,465,635 17,392,879 17,358,047 17,039,734 17,047,386 

流域関連 

（上流） 
7,369,813 8,082,422 8,682,673 9,166,767 9,475,554 9,712,078 10,064,087 

流域関連 

（下流） 
7,388,302 7,691,978 7,706,280 7,772,905 7,793,322 7,684,561 7,735,302 

特環 1,297,786 1,720,415 1,734,489 1,787,350 1,798,520 1,841,876 1,879,675 

農集 586,890 613,500 595,020 585,691 566,991 549,991 552,735 

小規模 7,848 7,765 7,091 7,682 7,833 7,589 7,522 

戸別 

浄化槽 
79,414 129,481 127,842 130,880 135,573 141,206 142,617 

合計 34,819,619 36,182,885 36,319,030 36,844,154 37,135,840 36,977,035 37,429,324 

 図 2-３ 施設別有収汚水量の推移グラフ 
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５ 事業位置図 

図2-４ 事業位置図（汚水） 

整備済み範囲

整備中、整備予定範囲

整備済み範囲

整備中、整備予定範囲

整備済み範囲

上記以外の範囲

凡　　例

農業集落排水
事業

浄化槽市町村
整備事業

公共下水道事業

特定環境保全
公共下水道
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１ 雨水処理事業の現状

  本市の雨水処理事業は、公共下水道区域内の東部・下流（特環含む）・上流の 3 処理区に区

分し、67の排水区域により雨水を排除する計画としています。 

1）事業の沿革 

昭和 42年 分流式の雨水処理事業に着手 

昭和 47年 北八幡雨水調整池供用開始 

昭和 62年 堀切沢雨水調整池供用開始 

平成 5年 松代 1号ポンプ場供用開始 

平成 6年 運動公園雨水調整池供用開始 

平成 ６年 三念沢ポンプ場供用開始 

平成 10年 砂田ポンプ場供用開始 

平成 12年 今井雨水調整池供用開始 

平成 12年 寺尾ポンプ場供用開始 

平成 20年 南部ポンプ場供用開始 

平成 23年 赤沼ポンプ場供用開始 

平成 24年 堀中島ポンプ場供用開始 

平成 27年 北堀雨水調整池供用開始 

2）整備状況及び施設状況 

  本市の雨水渠整備は、平成27年度末において3,248.5haが整備済みとなっており、計画

面積9,995haに対して面積整備率は32.5％となっています。整備延長は181.3kmであり、

計画延長576.8kmに対して延長整備率は31.4％となっています。 

表 2-7 整備率一覧表                         平成 27年度末

全体計画 東部処理区 下流処理区 上流処理区 

計 画 面 積 (ha) 9,995.3 3,221.5 2,845.1 3,928.7 

 整 備 面 積 (ha) 3,248.5 1,384.5 791.4 1,072.6 

面積整備率 (％) 32.5 43.0 27.8 27.3 

計 画 延 長 (km) 576.8 234.2 126.2 216.4 

 整 備 延 長（km） 181.3 89.7 54.1 37.5 

延長整備率 (％) 31.4 38.3 42.9 17.3 



平成27年度末時点で、雨水ポンプ

表2-8 施設一覧表

浅川１号雨水幹線工事 状況写真

事 業 排 水 区 雨水ポンプ

単 独 公 共 

流 域 関 連 

特環（一部） 

北部排水区 

他66排水区 

山根井ポンプ

西田川ポンプ

松代１号

三念沢ポンプ

神明広田

砂田ポンプ

東福寺ポンプ

更北南部

寺尾ポンプ

稲里ポンプ

沖ポンプ

南部ポンプ

赤沼ポンプ

堀中島ポンプ

大豆島ポンプ

綿内ポンプ

浅野島ポンプ

宮川ポンプ

合計 67排水区 14雨水
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ポンプ場は14箇所、雨水調整池は8箇所供用開始

平成

状況写真 運動公園雨水調整池建設工事

ポンプ場（供用開始年度） 雨水調整池（供用開始年度

ポンプ場(S59) 北八幡雨水調整池(S47) 

ポンプ場(S62) 堀切沢雨水調整池(S62) 

号ポンプ場(H5) 中越雨水調整池(H2) 

ポンプ場(H6) 弁天雨水調整池(H6) 

神明広田ポンプ場(H7) 今井雨水調整池(H12) 

ポンプ場(H10) 運動公園雨水調整池(H23)

ポンプ場(H10) 牛池雨水調整池(H23) 

更北南部ポンプ場(H11) 北堀雨水調整池(H27) 

ポンプ場(H12) 畑中雨水調整池(計画) 

ポンプ場(H13) 北原雨水調整池(計画) 

ポンプ場(H14) 南原雨水調整池(計画) 

ポンプ場(H20)  

ポンプ場(H23)  

ポンプ場(H24)  

ポンプ場(H28供用予定)  

ポンプ場(計画)  

ポンプ場(計画)  

ポンプ場(計画)  

雨水ポンプ場供用 8調整池供用 

箇所供用開始しています。 

平成27年度末 

運動公園雨水調整池建設工事 状況写真    

供用開始年度） 

(H23)
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２ 事業位置図 

図2-５ 事業位置図（雨水）



１ 経営比較分析表による現状分析

 経営比較分析表は、公営企業の

されており、総務省の指導により

各事業の経営比較分析表の指標

下水道事業会計を一本化した指標

標も、全国平均を100として置き

図２-６ 経営指標の分析（平成

２ 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率 

算出式 経常収益／経常費用

H26数値 長野市 118.05

指標の意味 
当該年度において
や支払利息等の費用
であることを示す

  会計制度の見直しにより非現金収入

上昇しました。全国平均も、27年度決算

上昇する見込みです。 

水洗化率

有形固定資産

減価償却率

管渠老朽化率

管渠改善率
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現状分析

の経営及び施設の状況を表す主要な経営指標とその

により平成26 年度決算から全国の事業体が策定しています

指標について、全国平均や類似団体との比較を明確

指標で、レーダーチャートによる分析を行いました

き換えて、外側に向かうほど良い状態であることを

26年度実績） 

について

経常費用×100 

118.05   中核市平均 104.75  全国平均 106.46

において、料金収入や一般会計からの繰入金等の収益で
費用をどの程度賄えているかを表す指標。単年度の
す100％以上となっていることが必要。 

非現金収入である長期前受金を収益に計上したため、

年度決算から会計制度の見直しを適用する事業体

0

50

100

150

200

経常収支比率

流動比率

企業債残高対

事業規模比率

経費回収率

汚水処理原価

施設利用率

全国平均

中核市平均

長野市

とその分析で構成

しています。 

明確にするため、

いました。いずれの指

であることを表します。 

106.46

で、維持管理費
の収支が黒字

数値は大幅に

事業体があるため、

全国平均

中核市平均

長野市
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② 累積欠損金比率 

算出式 当年度未処理欠損金／（営業収益 － 受託工事収益）×100 

H26数値 長野市 0  中核市平均 8.21  全国平均 7.68 

指標の意味 

営業収益に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの繰
越利益剰余金等でも補 することができず、複数年度にわたって累積した欠損
金のこと）の状況を表す指標。累積欠損金が発生していないことを示す0％で
あることが求められる。 

 下水道事業会計全体では、累積欠損金は生じていません。（レーダーチャート項目除外） 

③ 流動比率 

算出式 流動資産／流動負債×100 

H26数値 長野市 100.16   中核市平均 56.85  全国平均 58.51 

指標の意味 
短期的な債務に対する支払能力を表す指標。１年以内に支払うべき債務に対し
て支払うことができる現金等がある状況を示す 100％以上であることが必
要。 

会計制度の見直しにより、これまで資本として計上していた建設改良に対する企業債を負債

に変更したため、大幅に低下しましたが、100％以上を維持しています。全国平均も会計制度

の見直しにより大幅に低下しています。 

④ 企業債残高対事業規模比率 

算出式 
（企業債現在高合計 － 一般会計負担額）／（営業収益 － 受託工事収益   
－ 雨水処理負担金）×100 

H26数値 長野市 1317.21 中核市平均 803.48  全国平均 729.44 

指標の意味 
料金収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標。 
明確な数値基準はない。 

整備区域が広く、整備時期が比較的新しいため、企業債残高の規模は類似団体と比較して大

きくなっていますが、残高は年々減少しています。 

⑤ 経費回収率 

算出式 下水道使用料／汚水処理費（公費負担分を除く）×100 

H26数値 長野市 137.79   中核市平均 101.98  全国平均 99.97 

指標の意味 
使用料で回収すべき経費を、どの程度使用料で賄えているかを表した指標であ
り、使用料水準等を評価することが可能。使用料で回収すべき経費を全て使用
料で賄えている状況を示す100％以上であることが必要。 

 中山間地の維持管理費がかかるため、他事業体と比較して割高な料金設定となっています。 

⑥ 汚水処理原価 

算出式 汚水処理費（公費負担分を除く）／年間有収水量×100 

H26数値 長野市 140.31  中核市平均 128.34  全国平均 116.08 

指標の意味 
有収水量１ あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管
理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表した指標。明確な数値基準はな
い。 

汚水処理費用の一部に一般会計からの補助金を充当することで、処理原価が抑制されてるた

め、公費負担分を除くと高い数値になります。 
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⑦ 施設利用率 

算出式 晴天時一日平均処理水量／晴天時現在処理能力年間有収水量×100 

H26数値 長野市 60.66  中核市平均 85.58  全国平均 70.95 

指標の意味 
施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する、一日平均処理水量の割合で
あり、施設の利用状況や適正規模を判断する指標。明確な数値基準はない。 

人口減少により、処理水量が減少しているため、数値は低下傾向にあります。 

⑧ 水洗化率 

算出式 現在水洗便所設置済人口／現在処理区域内人口×100 

H26数値 長野市 93.68  中核市平均 95.02  全国平均 96.38 

指標の意味 
現在処理区域内人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理している人口
の割合を表した指標。使用料収入の増加等の観点から 100％となっているこ
とが望ましい。 

 普及率の上昇とともに、水洗化率も上昇傾向にあります。 

３ 老朽化の状況について 

① 有形固定資産減価償却率 

算出式 
有形固定資産減価償却累計額／有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価
×100 

H26数値 長野市 30.63  中核市平均 26.71  全国平均 35.64 

指標の意味 
有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す
指標で、資産の老朽化度合を示している。明確な数値基準はない。 

 施設は比較的新しいため、老朽化度合は低い状況です。 

② 管渠老朽化率 

算出式 法定耐用年数を経過した管渠延長／下水道布設延長×100 

H26数値 長野市30.63  中核市平均 26.71  全国平均 35.64 

指標の意味 
法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管渠の老朽化度合を示
している。明確な数値基準はない。 

 管渠は比較的新しいため、老朽化度合は低い状況ですが、整備期間が集中しているため、平

成50年以降に法定耐用年数を迎える管渠が急増します。 

③ 管渠改善率 

算出式 改善(更新・改良・維持)管渠延長／下水道布設延長×100 

H26数値 長野市2.12  中核市平均 3.1  全国平均 3.96 

指標の意味 
当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の更新ペースや状況
を把握できる。明確な数値基準はない。 

 管渠は比較的新しいため、改善率は低い状況です。 
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上下水道局の機構は、７課と26担当・出張所等により構成されています。 

また、雨水渠整備は建設部河川課が行っています。 

図 2-7 上下水道事業の機構 

総　務　課　 18 課長 1 局主幹兼課長補佐 1 庶務担当 6

水道 9 課長補佐 1 人事担当 2

下水道 9 企画財務担当 4

会計担当 3

営　業　課 25 課長 1 課長補佐 2 料金担当 6

水道 7 負担金担当 4

下水道 18 水洗促進担当 4

給排水担当 8

水 道 整 備 課 27 技幹兼課長 1 局主幹兼課長補佐 1 計画担当 5

水道 27 課長補佐 2 建設担当 13

簡易水道担当 5

上下水道事業管理者 1 上下水道局長 1 水 道 維 持 課 38 課長 1 課長補佐 1 維持修繕担当 5

下水道 1 水道 38 配水管理担当 6

漏水調査担当 5

課長補佐兼北部出張所長 1 北部出張所 8

戸隠水源 2

課長補佐兼西部出張所長 1 西部出張所 8

浄　水　課 29 次長兼課長 1 局主幹兼課長補佐 2 管理担当 6

水道 29 水質担当 9

浄水担当 6

課長補佐兼南部出張所長 1 南部出張所 4

下水道整備課 24 次長兼課長 1 課長補佐 3 計画担当 5

下水道 24 管路管理担当 7

建設担当 8

水　道

下　水　道 下水道施設課 14 課長 1 課長補佐 1 管理担当 7

計 下水道 14 水質担当 5

市長 1

副市長 2 建設部長 1 河 川 課 25 課長 1 課長補佐 2 計画調査担当 4

北部担当 4

中部担当 4

西部担当 3

南部担当 6

河　川 工事事務担当 1

職　員　数

25

平成28年10月１日現在

職　員　数

110

66

176

（管理者除く）
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第３章 

将来の見通し 

                     1 人口 

                     2 汚水量 
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１ 行政人口 

  本市の将来行政人口は、国の人口推計（「日本の将来推計人口、平成２４年１月推計」、国立

社会保障・人口問題研究所）を参考とし、平成 27 年度国勢調査速報値を用いてコーホート要

因法により推計しました。 

  なお、下水道事業統計における人口（3 月末）と国勢調査による人口（10 月 1 日）は、時

点が異なる事から平成27年度下水道事業統計値との整合を図り推計結果を補正しました。 

  行政人口は減少傾向にあり、平成38年度には約36万 1千人まで減少する見込みです。 

 図 3-1 行政人口の推計 

2 処理区別計画人口

 処理区別将来人口の推計には、各処理区の地域ごとに、過年度実績より求めた地域別（市街

地、周辺地域、中山間地域）人口減少の傾向を反映して推計を行いました。 

表 3-1 処理区別計画人口の推計 

第３章 将来の見通し 

１ 人 口

東部処理区 下流処理区 上流処理区 特環処理区

H27 149,211 83,354 115,059 14,985 7,703 102 11,727 382,141

H28 148,070 83,167 114,991 14,862 7,582 101 11,602 380,375

H29 147,011 83,018 114,974 14,746 7,466 101 11,473 378,789

H30 145,955 82,866 114,952 14,633 7,351 101 11,347 377,205

H31 144,903 82,714 114,926 14,516 7,237 101 11,223 375,620

H32 143,854 82,560 114,897 14,403 7,123 101 11,098 374,036

H33 142,569 82,293 114,686 14,285 7,018 101 10,977 371,929

H34 141,287 82,026 114,470 14,168 6,914 101 10,855 369,821

H35 140,012 81,755 114,249 14,050 6,811 100 10,737 367,714

H36 138,741 81,482 114,022 13,938 6,709 100 10,614 365,606

H37 137,476 81,207 113,792 13,820 6,607 100 10,497 363,499

H38 136,072 80,873 113,452 13,712 6,518 100 10,389 361,116

小規模 浄化槽 合計年次
公共下水道

農集

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

行政人口 382,141 380,375 378,789 377,205 375,620 374,036 371,929 369,821 367,714 365,606 363,499 361,116

345,000

350,000

355,000

360,000

365,000

370,000

375,000

380,000

385,000

（人）



３ 水洗化人口

  水洗化人口の将来推計にあたり

の公示から水洗化するまでの傾向

昇しますが、80％を超えるとそれ

た。 

  この結果を踏まえ、今後水洗化率

計しました。 

 図 3-2 水洗化率の推移

表3-2 水洗化人口の推計 

東部処理区 下流処理区

H27 147,437 78,680

H28 147,183 79,334

H29 145,993 79,985

H30 144,803 80,631

H31 143,613 81,275

H32 142,423 81,235

H33 141,233 81,063

H34 140,043 80,890

H35 138,852 80,718

H36 137,662 80,545

H37 136,472 80,373

H38 135,282 80,200

年次
公共下水道

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0

1
年
目

2
年
目

3
年
目

4
年
目

接
続
工
事
実
施
率
％
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にあたり、平成10年度、15年度、20年度について下水道供用開始

傾向を検証しました。その結果、公示当初は水洗化率

えるとそれ以降毎年１％程度ずつ上昇する傾向にあることが

今後水洗化率は毎年 1%ずつ上昇すると仮定し、将来の水洗化人口

上流処理区 特環処理区

100,584 11,816 6,583 90

101,718 11,925 6,555 93

102,853 12,034 6,530 96

103,988 12,141 6,503 99

105,124 12,244 6,474 101

106,259 12,346 6,443 101

107,395 12,452 6,419 101

108,532 12,553 6,393 101

109,669 12,647 6,366 100

110,807 12,743 6,337 100

111,944 12,833 6,307 100

111,969 12,932 6,287 100

公共下水道
農集 小規模

5
年
目

6
年
目

7
年
目

8
年
目

9
年
目

1
0
年
目

1
1
年
目

1
2
年
目

1
3
年
目

1
4
年
目

経過年数

下水道供用開始

水洗化率が急激に上

にあることが分かりまし

水洗化人口を推

2,634 347,824

2,709 349,517

2,784 350,275

2,859 351,024

2,934 351,765

3,009 351,816

3,084 351,747

3,159 351,671

3,234 351,586

3,309 351,503

3,384 351,413

3,459 350,229

浄化槽 合計

1
5
年
目

1
6
年
目

1
7
年
目

1
8
年
目

H20
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将来の計画汚水量については、過去の実績から汚水量原単位を設定し、水洗化人口に乗じる

ことで推計しました。 

平成 32年度頃までは水洗化人口の増加に伴い汚水量も増加する見込みですが、それ以降は

減少していくことが予想されます。 

表３-3 汚水量の推計  

H28 H30 H32 H34 H36 H38 

汚水量

（千m3） 
37,588.1 37,684.5 37,711.5 37,650.5 37,586.3 37,411.8 

図 3-4 処理区別汚水量の予測  

H28 H30 H32 H34 H36 H38

戸別浄化槽 146.4 154.4 162.4 170.8 178.9 186.9

小規模 8.0 8.4 8.8 8.8 8.4 8.4

農集処理区 550.4 546.0 540.9 536.6 532.2 527.8

特環処理区 1,889.2 1,908.6 1,926.1 1,944.3 1,960.0 1,975.4

上流処理区 10,174.6 10,399.1 10,623.5 10,848.4 11,073.6 11,188.6

下流処理区 7,789.7 7,913.4 7,970.7 7,937.9 7,905.0 7,872.2

東部処理区 17,029.8 16,754.6 16,479.0 16,203.8 15,928.2 15,652.7

0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

（千m3）



- 27 - 

第４章 

施策の実施状況と課題 

                     1 下水道の普及促進 

                     2 安全・安心な下水道 

                     3 環境保全に配慮した下水道 

                     4 下水道の施設再生 

                     5 健全な下水道経営 
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◎公衆衛生の向上・ 

生活環境の改善 

◎地震対策 

◎道路陥没事故の 

未然防止対策 

◎浸水対策 

◎公共用水域の水質の

改善 

◎水循環の再生と 

省エネルギー・ 

創エネルギーの推進

◎資産効率の向上 

◎施設空間の活用 

◎効率的な経営 

◎適正な管理 

◎公共下水道等の 

計画的整備 

◎施設の耐震診断及び 

耐震化 

◎管路のテレビカメラ調査 

◎雨水渠の計画的整備 

◎雨水流出抑制対策 

◎下水道整備済み地区の 

普及啓発活動の強化 

◎戸別浄化槽整備事業の推進 

◎省エネルギー設備の導入 

◎創エネルギー施設の導入 

◎長寿命化計画の策定 

◎老朽化した施設の 

計画的更新 

◎不明水対策 

◎施設有効利用の調査 

◎経営健全化の推進 

◎包括的民間委託の継続 

◎情報の発信

◎お客さまニーズの把握 

◎技術力の維持・向上 

安全・安心
な下水道 

下水道の 

普及促進

環境保全に 

配慮した下水道 

健全な下水道経営

施設の適正な管理

下水道の 

施設再生

平成２３年３月に「暮らしと水環境を向上させる長野市の下水道」を本市下水道の将来像とし

て掲げ、「長野市下水道１０年ビジョン」を策定しました。ここでは、施策のこれまでの実施状況

と近年の社会情勢変化による新たな課題について整理しました。 

図１ 平成２２年度策定 長野市下水道１０年ビジョンの将来像 

第４章 施策の実施状況と課題 

将来像 基本施策

暮

ら

し

と

水

環

境

を

向

上

さ

せ

る

長

野

市

の

下

水

道

主要施策 実現方策 
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１ 公衆衛生の向上・生活環境の改善  

【取組内容】 公共下水道等の整備 

項 目 現 在 値 目 標 値 

汚水処理人口普及率 89.4％（H21） 95％（H24） 100％（H29） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
% 

93.9 95.1 96.2 97.3 98.4 99.4 100 100 100 100 

実績値 93.5 95.1 96.2 97.0 97.3  

目 標 平成 29年度末までに汚水処理人口普及率100％を目指します 

１）実施状況 

   下水道整備が郊外まで進み人口密度の低い地域の整備となっているため、平成 24 年度以降

人口普及率の伸びは鈍化しています。 

図４－１ 人口普及率の状況 

２）新たな課題 

現在の汚水処理事業の状況を事業区域別に見ると、表４－１に示すとおり、下水道により処

理を予定している区域は98.4%が整備済みとなっていますが、合併処理浄化槽による処理を予

定している区域では、４3.5%（個人設置浄化槽含む）にとどまっています。 

そのため、合併処理浄化槽設置事業の推進が必要です。 

表４－１ 地域別整備の状況 

区域内人口 処理人口 人口整備率 

公 共 下 水 道 区 域 362,609 356,690 98.4％ 

農 業 集 落 排 水 区 域 7,805 7,805 100% 

合 計 370,414 364,495 98.4% 

合 併 浄 化 槽 区 域 11,727 5,097 43.5％ 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

普及率（計画） 89.4% 92.7% 93.9% 95.1% 96.2% 97.3% 98.4%

普及率（実績） 89.4% 91.7% 93.5% 95.1% 96.2% 97.0% 97.3%

84.0%
86.0%
88.0%
90.0%
92.0%
94.0%
96.0%
98.0%
100.0%
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１ 地震対策 

【取組内容】処理場耐震化事業 

項 目 現 在 値 目 標 値 

東部浄化センター耐震化 2施設（H21） 4施設（H25） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 設計 工事 工事 

実績値 
沈砂池 

ポンプ棟

沈砂池 

ポンプ棟 

送風機棟

送風機

棟 

目 標 平成 25年度末までに沈砂池ポンプ棟、送風機棟の耐震化を実施します 

１）実施状況 

東部浄化センターの主要施設（建物）の耐震化については、沈砂池ポンプ棟、送風機棟の耐

震化事業を実施し目標値を達成しました。これにより、昭和56年以前建設の主要施設（建物）

の耐震化については完了しました。 

２）新たな課題 

本市の下水道汚水処理施設で現在耐震基準を満たしていない施設は、表４－２、４－３に示

すとおりであり、耐震性能を調査したところ、複数の施設において耐震化が必要なことがわか

りました。これらの施設については、近い将来更新時期を迎える施設及び統廃合計画により廃

止が予定されている施設もあるため、施設の維持修繕計画と改築更新計画を考慮した耐震化を

実施する必要があります。 

耐震化後 耐震化前 

東部浄化センター 沈砂池ポンプ棟 耐震化状況 
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【取組内容】 雨水ポンプ場耐震診断 

項 目 現 在 値 目 標 値 

雨水ポンプ場耐震診断 1施設（H21） 10施設（H28） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
施設 

数 

2 3 4 6 8 10 

実績値 １ 2 ３ 

目 標 平成２８年度末までに全施設の耐震診断を行い、結果により耐震化を実施します 

１）実施状況 

雨水ポンプ場の耐震診断については、平成２７年度までに建設年度の古い施設から３施設

の耐震診断を実施しました。平成25年度には、平成７年度に供用を開始した神明広田ポン

プ場について、耐震診断調査を行ったところ、機能的な健全度は非常に高い結果となりまし

た。 

２）新たな課題 

本市の雨水ポンプ場の多くは、平成10年以降に建設され継続的に維持修繕を実施するこ

とにより機能的には健全な状態を保っておりますが、平成27年度末において稼働している

１４施設のうち約8割にあたる11施設が耐震性に課題を持っています。 

なお、耐震性に課題のある11施設のうち健全度の高い9施設については、劣化状況を見

極めながら施設更新と合わせて耐震化を実施することが必要です。 

また、建設年度が古く劣化が著しい山根井・西田川雨水ポンプ場の2施設については、通

常の運転業務に支障が出ていることから優先的な改築が必要です。 

大豆島ポンプ場 整備状況 
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表４－２ 耐震化状況一覧表（公共下水道処理施設） 

施 設 名 

（棟別名称） 
建築年 耐震構造 

耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

管 理 本 館 S56  ○  ○  

沈砂池ﾎﾟﾝ ﾌ ﾟ棟 S56  ○  ○  

送 風 機 棟 S56  ○  ○  

特別高圧受電棟 H6  ○   ○ 

１ 系 列 水 処 理 S56  ○  ○  

２ 系 列 水 処 理 S60  ○  ○  

３ 系 列 水 処 理 H2  ― ― ― 廃止予定 

４ 系 列 水 処 理 H13 ○ ― ― ― ― 

砂 ろ 過 １ 号 S56  ○  ○  

砂 ろ 過 ２ 号 H4  ○ ― ― 廃止予定 

汚泥濃縮ﾀ ﾝ ｸ棟 S56  ○ ― ― 廃止 

機 械 濃 縮 棟 H17 ○ ― ― ― ― 

汚 泥 処 理 棟 S56  ○  ○  

焼 却 棟 H1･H5  ― ― ― 廃止 

車 庫 洗 浄 車 棟 H3  ― ― ― 廃止 

塩素接触ﾀ ﾝ ｸ棟 S56  ○   ○ 

汚 泥 運 搬 車 

格 納 庫 棟 
H21 ○ ― ― ― 廃止予定 

樋 門 S56  ○   ○ 

新 諏 訪 ポ ン プ 場 S56  ―  ― 廃止予定 

安 茂 里 ポ ン プ 場 H5  ○   ○ 

川 合 新 田 ポ ン プ 場 S53   ○   

戸 隠 高 原 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H8  ○   ○ 

豊 岡 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○ ― ― ― ― 

鬼 無 里 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H10  ○   ○ 

信 州 新 町 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11  ○   ○ 

中 条 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H14 ○ ― ― ― ― 
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表４－３ 耐震化状況一覧表（農業集落排水処理施設） 

施 設 名 建築 耐震構造 
耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 信 田 東 部 H6   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 有 旅 H13  ― ―  廃止予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 安 庭 H6   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 平 三 水 H16 ○ ― ― ― ― 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 七 二 会 中 部 H12   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 山 布 施 H19   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 浅 川 北 部 H10   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 東 部 H10   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 中 部 H8   ○  ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 西 部 H17 ○ ― ― ― ― 

二 ツ 石 排 水 処 理 施 設 H9  ― ― ― 廃止予定 

川 谷 排 水 処 理 施 設 H11   ○  ○ 

城 山 排 水 処 理 施 設 H10   ○  ○ 

蟻 ヶ 崎 排 水 処 理 施 設 H15 ○ ― ― ― ー 

平志垣地区農集排施設 H8   ○  ○ 

裾 花 地 区 農 集 排 施 設 H10   ○  ○ 

下内中村地区農集排施設 H14   ○   

坪 山 地 区 農 集 排 施 設 H16 ○ ― ― ― ― 

上楠川地区農集排施設 H16 ○ ― ― ― ― 

西京東京地区農集排施設 H9   ○  ○ 

上 里 農 集 排 施 設 H12   ○   

大原・牧下農集排施設 H11   ○  ○ 

犀峡ｺﾝﾎﾟｽﾄｾﾝﾀｰ（H26廃止） H12 ― ― ― ― 廃止 
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表４－４ 耐震化状況一覧表（雨水排水ポンプ場） 

施設名 建築 耐震構造 
耐震診断 耐震補強 

実施 予定 実施 予定 

西 田 川 排 水 機 場 S62   ○  ○ 

山 根 井 排 水 機 場 S59   ○  ○ 

松 代 １ 号 ポ ン プ 場 H5  ○   ○ 

三 念 沢 ポ ン プ 場 H6  ○   ○ 

神 明 広 田 ポ ン プ 場 H7  ○   ○ 

砂 田 ポ ン プ 場 H10   ○  ○ 

東 福 寺 ポ ン プ 場 H10   ○  ○ 

更 北 南 部 ポ ン プ 場 H11   ○  ○ 

寺 尾 ポ ン プ 場 H12   ○  ○ 

稲 里 ポ ン プ 場 H13   ○  ○ 

沖 ポ ン プ 場 H14   ○  ○ 

南 部 ポ ン プ 場 H20 ○ ― ― ― ― 

赤 沼 ポ ン プ 場 H23 ○ ― ― ― ― 

宮 川 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

大 豆 島 ポ ン プ 場 建設中 ○ ― ― ― ― 

綿 内 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

浅 野 島 ポ ン プ 場 計画  ― ― ― ― 

堀 中 島 ポ ン プ 場 H24 ○ ― ― ― ― 
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【取組内容】 管路施設耐震診断、管路施設耐震化事業 

項 目 現 在 値 目 標 値 

重要 7路線管路施設耐震化 0km（H21） 28km（H28） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

管路施設耐震診断 

計画値 
km 

28 

実績値 28  実施済 

管路施設耐震化事業 

計画値 
km 

  設計 2.3 4.6 7.0 

実績値    1.3 3.6    

目 標 
平成 23年度末までに重要7路線（全延長28km）を対象に耐震診断を行い、平成28

年度末までに耐震化を実施します 

注）重要７路線：長野市上下水道局震災対策計画に位置づけられた施設（防災拠点施設及び避難地）と処理場

を結ぶ幹線です。 

１）実施状況 

管路施設耐震化事業については、重要 7 路線（表４－5）を位置付け優先的に耐震化を図り

ました。平成 24 年度に耐震診断を完了し、診断により耐震化が必要とされた７ｋｍについて

耐震化工事を進め、平成 27 年度末において 3.6km の耐震化を行いました。今後も、耐震化

が必要と判断された7kmについて耐震化事業を継続します。 

表４－５ 重要 7路線耐震化実施状況 

路線名 
総延長 

（km） 

耐震化必要延長 

（km） 

耐震化済延長 

（km） 

１ 中 央 汚 水 幹 線 5.3 0.9 0.4 

２ 朝 陽 １ ・ ７ 号 汚 水 幹 線 5.5 4.9 2.9 

３ 南 部 汚 水 幹 線 5.1 0.4 0.3 

４ 篠 ノ 井 １ 号 汚 水 幹 線 2.2 0.0 0.0 

５ 若 槻 １ ・ ９ 号 汚 水 幹 線 5.7 0.8 0.0 

６ 東 部 汚 水 幹 線 3.6 0.0 0.0 

７ 松 代 １ 号 汚 水 幹 線 0.6 0.0 0.0 

合計  28.0 7.0 3.6 

２）新たな課題 

本市の耐震性に課題のある管路は、約1,600km（平成13年以前施工）であり全体の約68％

となります。地震災害発生時のライフライン確保のため、重要7路線以外の管路について耐震

化を進める必要があります。 

また、耐震対策については、管更生工事において同時に対策が可能であるため、老朽管解消

事業と調整を図り優先度を考慮し効率的に進めることが重要です。 
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２ 道路陥没事故の未然防止対策 

【取組内容】 管路のテレビカメラ調査 

項 目 現 在 値 目 標 値 

テレビカメラ調査 94km（H21） 174km（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 

km 
102 110 118 126 134 142 150 158 166 174 

実績値 104 118 124 136 149  

目 標 
平成 32年度末までに管径φ600mm以上の管路（全延長80km）を対象にテレビカ

メラ調査を進めます 

１）実施状況 

  管路のテレビカメラ調査は、平成27年度末までに149km実施し、陥没事故の未然防止を

目的とし計画的に推進しています。 

  また、テレビカメラ調査により異常個所を発見した場合は、部分的な修繕や管更生工事を行

うことで道路陥没事故や管渠閉塞を未然に防止しています。 

－管路破損個所部分補修状況－ 

（補 修 前）                  （補 修 後） 

2）新たな課題 

   年々増加する管路施設の劣化・損傷を早期に発見し維持修繕を行うためには、計画的な点検

が非常に重要ですが、増加する損傷個所すべてをテレビカメラ調査で発見することは、時間的

にも経済的にも困難と考えられ、目視点検、管口調査等と組み合わせた管理方法の検討が必要

となっています。 

既存管渠の内面を被

覆することで修繕し

ています 

破損箇所 

破損箇所 
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H23 H24 H25 H26 H27

整備率（計画） 30.6% 31.0% 31.3% 31.7% 32.1%

整備率（実績） 30.9% 31.3% 31.7% 32.1% 32.5%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

33.0%

３ 浸水対策 

【取組内容】 雨水渠整備事業 

項 目 現 在 値 目 標 値 

雨水渠面積整備率 30.2％（H21） 34.0％（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
% 

30.6 31.0 31.3 31.7 32.1 32.5 32.9 33.2 33.6 34.0 

実績値 30.9 31.3 31.7 32.1 32.5  

目 標 平成 32年度末までに面積整備率34.0％を目指します 

１）実施状況 

雨水渠整備事業については、計画に基づき雨水幹線、雨水調整池を整備し、平成２７年度末

における面積整備率は、図４－２のとおり32.5％となり、今後も浸水被害の解消を目標に事業

を推進します。 

 図４－２ 雨水渠面整備率の推移 

２）新たな課題 

雨水渠整備については、農業用水路の機能を確保しながら整備を行う必要があることなどか

ら、整備の完了には相当の時間を要する状況です。このため、浸水対策を優先的に実施する区

域を明確にし、浸水被害の早期解消に努めていく必要があります。 

浸水被害軽減対策は、雨水渠整備を中心に進めてきましたが、現在市内の一部について運用

している水門等の遠隔監視システムを拡充整備するなど、ソフト的な対策を併せて行うなどの

浸水被害早期軽減に向けた取組みが必要です。 

雨水渠整備前 雨水渠整備後 

平成 27年 時間雨量31mm 平成 20年 時間雨量26mm 

上松地区 
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H17

以前
H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

設置基数 720 1048 542 265 195 173 180 159 153 106 86

累計 720 1768 2310 2575 2770 2943 3123 3282 3435 3541 3627

0 

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 （基）

【取組内容】 各戸への雨水貯留施設助成事業 

項 目 現 在 値 目 標 値 

雨水貯留タンク設置 2,770基（H21） 3,570基（H25） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
基 

3170 3370 3570 

実績値 3123 3282 3435 3541 3627  

目 標 平成 25年度末までに約800基の助成を目指します 

１）実施状況 

雨水貯留タンク設置事業については、浸水被害の軽減、水資源の有効利用及び非常時の生活

用水としての利用を目的に平成２５年度の 3,570 基の設置を目指し推進してきました。平成

25年度以降継続的にPR等普及活動を行った結果、平成２７年度末において3,627基が設置

されました。（図４－３） 

本事業は、市民の皆様への防災意識の向上と浸水被害の軽減効果を併せ持つ、官民一体とな

った総合的な浸水対策事業として今後も継続実施します。 

図４－３ 貯留施設設置数の推移 

２）新たな課題 

雨水貯留タンク設置事業については、初期に設置され老朽化が懸念される貯留施設の機能を

維持するため、更新も含めたPR活動を実施していく必要があります。 

                      図４－４ 平成 27 年度末における耐用年数

(7年)超過施設数 

貯留タンク設置例 

71％

2,575基

29％

1,052基
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H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

水洗化率（計画） 82.7% 84.5% 85.4% 86.7% 88.6% 89.6% 90.9%

水洗化率（実績） 82.7% 85.2% 88.1% 89.0% 89.5% 90.9% 92.3%

76.0%

78.0%

80.0%

82.0%

84.0%

86.0%

88.0%

90.0%

92.0%

94.0%

１ 公共用水域の水質の改善

【取組内容】 下水道普及啓発活動の強化 

項 目 現 在 値 目 標 値 

水洗化率 82.7％（H21） 95％（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
％ 

85.4 86.7 88.6 89.6 90.9 92.2 93.6 94.6 95.1 95.2 

実績値 88.1 89.0 89.5 90.9 92.3  

目 標 平成 32年度末までに水洗化率95％を目指します 

１）実施状況 

下水道の普及事業については、市内の水環境の改善を目的に汚水処理施設への接続促進を図

り平成２７年度末において水洗化率は９2.3%となりました。今後も継続的に事業の推進をしま

す。 

図 4-５ 水洗化率の状況 

２）新たな課題 

平成 10年度以降の供用開始後の接続世帯数は、およそ6年間で８０%程度まで上昇します

が、それ以降は、毎年約1％程度の上昇にとどまっています（第3章 将来予測参照）。 

下水道の整備の概成により、平成27年度以降は新規供用開始世帯が減少すること等から水

洗化率の伸びの低下が予想され、整備済区域内及び浄化槽区域における普及啓発活動の強化が

必要です。 
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【取組内容】 戸別浄化槽整備事業 

項 目 現 在 値 目 標 値 

浄化槽設置基数 0基（H23） 800基（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 基 80 160 240 320 400 480 560 640 720 800 

実績値 基 44 88 119 134 159  

目 標 平成 29年度末までに設置を希望する全ての世帯の整備を目指します 

注1）各年度の基数は単年度の設置基数です。

１）実施状況 

戸別浄化槽の整備については、平成２３年度より全市域に拡大し、普及に向けた広報活動等

を行い水環境保護への意識の向上を図り浄化槽の設置を推進しました。 

2）新たな課題 

 浄化槽整備事業については、市内全域に区域を拡張して事業を推進していますが、更なる啓発

活動が必要です。また、将来的維持管理コストの低減のため適正な管理を継続する必要がありま

す。 

表４－６ 戸別浄化槽年度別受付・工事件数 単位（件） 

年 度 受付件数 工事件数 
工事件数（受付年度別） 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 

H21 12 - - 

H22 50 12 12 

H23 29 44 44 

H24 33 44 5 29 10 

H25 26 31 23 8 

H26 28 15 15 

H27 19 25 3 19 3 

H28 24 29 1 9 14 5 

H29 - 21 2 19 

合 計 221 221 12 50 29 33 26 28 19 24 

注１）H２９の工事件数は実施予定件数です。 

注２）工事の実施年度は、お客様の要望で前後します。 
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２ 水循環の再生と省エネルギー・創エネルギーの推進 

【取組内容】 省エネルギー設備導入事業（水処理施設更新） 

項 目 現 在 値 目 標 値 

水処理施設更新 原単位 0.1454（H21） 原単位 0.1294（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 0.143 0.141 0.140 0.138 0.137 0.135 0.134 0.132 0.131 0.129 

実績値 0.140 0.141 0.143 0.146 0.133  

目 標 年平均1％以上のエネルギー消費原単位の削減を図ります 

注）エネルギー消費原単位：施設で1年間に消費するエネルギー（電気・燃料）を原油量に換算し、流入汚水

量で除した値  

  原単位=ｴﾈﾙｷﾞｰ使用量(原油換算 kl)/流入汚水量(千/ ) 

１）実施状況 

  平成27年度におけるエネルギー消費原単位は表4-７に示すとおり0.1326kl/千 となり、

平成21年度に対し10.0%（年平均1.7%）の削減となりました。今後も、継続して省エネル

ギー運転を行います。 

表 4-７ エネルギー原単位の推移 

年 度 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

エ ネ ル ギ ー 使 用 量 

原 油 換 算  [ k l ] 
2,883 2,700 2,648 2,748 2,792 2,799 

流 入 水 量 [ 千 ] 19,770 19,320 18,790 19,178 19,084 21,111 

エ ネ ル ギ ー 原 単 位 0.1458 0.1398 0.1409 0.1433 0.1463 0.1326 

２）新たな課題 

運転調整による省エネルギー対策は限界となっているため、省エネルギー設備導入について

検討する必要があります。 

0.1454 
0.1458 

0.1398 

0.1409 

0.1433 

0.1463

0.1326

0.125 

0.130 

0.135 

0.140 

0.145 

0.150 

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

目標値

実績値
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【取組内容】 地域新エネルギー導入事業（小水力発電、太陽光発電） 

項 目 現 在 目 標 

小水力発電、太陽光発電 未導入 導入 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 調査 導入 継続 

実績値 調査 

目 標 技術革新に併せ導入します 

１）実施状況 

平成２３年度に省エネルギー及び地域新エネルギー設備導入に関する検討を実施しました。 

検討の結果、太陽光発電施設の導入等、水処理施設棟の上部空間利用については、施設の耐

震強度を確保することができないため、設備導入は困難となりました。 

また、小水力発電設備については、設備導入費用に対する年間発電電力量及び排出 CO2 削

減量を比較し導入効果を検証しましたが、十分な結果が得られず導入を見送りました。 

新エネルギー設備については、新たな技術開発に注視し定期的に導入の検討を継続する必要

があります。 
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１ 資産効率の向上 

【取組内容】 下水道長寿命化計画策定 

項 目 現 在 目 標 

処理場施設 未策定 策定 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

東部浄化センター・安茂里ポンプ場・特環5施設 

計画値 安茂里  特環 東部 

実績値 東部 

東部 

安茂里 

戸隠高原 

東部  

目 標 施設の調査を行い、それに基づき下水道長寿命化計画を策定します 

【取組内容】老朽施設解消事業（農集処理施設） 

項 目 現 在 値 目 標 値 

処理場施設の改築・更新 0 施設（H21） 12施設（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
施設数 

2 4 6 8 10 12 

実績値 機能診断調査実施  

目 標 設備の計画的な改築・更新を実施します 

注）計画策定当時は、農業集落排水施設のうち、供用から20年を経過する施設を対象としていました。 

１）実施状況 

平成 27 年度末現在、本市が維持管理する汚水及び雨水処理（排水）施設は、表 4-8,9,10

に示すとおりです。そのうち平成２７年度末にまでに11施設について計画を策定しました。 

なお、公共下水道事業の3施設及び農業集落排水事業の22施設については、計画策定に必

要な機能診断調査を完了しています。今後も、これらの調査結果を基に長寿命化計画の策定を

進めます。 

２）新たな課題 

施設更新計画については、個別に実施してきましたが、将来的な施設統合及び施設耐震化を

考慮した、効率的かつ経済的な施設の再投資のあり方を検討することが必要です。 

基本施策 下水道の施設再生 
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表4-８ 長寿命化状況一覧表（公共下水道処理施設） 

施 設 名 

（棟別名称） 
建築年 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

東
部
浄
化
セ
ン
タ
ー

管 理 本 館 S56  ○  ○ 

沈 砂 池 ﾎ ﾟ ﾝ ﾌ ﾟ 棟 S56 ○  ○  

送 風 機 棟 S56 ○  ○  

特 別 高 圧 受 電 棟 H6 ○   ○ 

１ 系 列 水 処 理 S56  ○  ○ 

２ 系 列 水 処 理 S60  ○  ○ 

３ 系 列 水 処 理 H2  ○   

４ 系 列 水 処 理 H13  ○  ○ 

砂 ろ 過 １ 号 S56 ○  ○  

砂 ろ 過 ２ 号 H4 ○ ― ― 廃止 

汚 泥 濃 縮 ﾀ ﾝ ｸ 棟 S56  ○  ○ 

機 械 濃 縮 棟 H17  ○  ○ 

汚 泥 処 理 棟 S56  ○  ○ 

焼 却 棟 H1･H5 ― ― ― 廃止 

車 庫 洗 浄 車 棟 H3 ― ― ― 廃止 

塩 素 接 触 ﾀ ﾝ ｸ 棟 S56 ○  ○  

汚 泥 運 搬 車 

格 納 庫 棟 
H21 ― ― ― 廃止予定 

樋 門 S56  ○  ○ 

新 諏 訪 ポ ン プ 場 S56 ― ― ― 廃止予定 

安 茂 里 ポ ン プ 場 H5 ○   ○ 

川 合 新 田 ポ ン プ 場 S53  ○  ○ 

戸 隠 高 原 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H8 ○   ○ 

豊 岡 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○※ ○  ○ 

鬼 無 里 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H10 ○※ ○  ○ 

信 州 新 町 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H11 ○※ ○  ○ 

中 条 浄 化 ｾ ﾝ ﾀ ｰ H14  ○  ○ 

※長寿命化計画策定のための施設の機能診断調査を実施済の施設 
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表4-９ 長寿命化一覧表（農業集落排水施設） 

施 設 名 建築 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 信 田 東 部 H6 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 有 旅 H13 ○※ ― ― 廃止予定 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 安 庭 H6 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 平 三 水 H16 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 七 二会中部 H12 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 山 布 施 H19 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 浅 川 北 部 H10 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 東 部 H10 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 中 部 H8 ○※   ○ 

ｸ ﾘ ｰ ﾝ ﾊ ｳ ｽ 芋 井 西 部 H17 ○※   ○ 

二 ツ 石 排 水 処 理 施 設 H9 ○※ ― ― 廃止予定 

川 谷 排 水 処 理 施 設 H11 ○※   ○ 

城 山 排 水 処 理 施 設 H10 ○※   ○ 

蟻 ヶ 崎 排 水 処 理 施 設 H15 ○※   ○ 

平志垣地区農集排施設 H8 ○※   ○ 

裾 花 地 区 農 集 排 施 設 H10 ○※   ○ 

下内中村地区農集排施設 H14 ○※   ○ 

坪 山 地 区 農 集 排 施 設 H16 ○※   ○ 

上楠川地区農集排施設 H16 ○※   ○ 

西京東京地区農集排施設 H9 ○※   ○ 

上 里 農 集 排 施 設 H12 ○※   ○ 

大原・牧下農集排施設 H11 ○※   ○ 

犀 峡 ｺ ﾝ ﾎ ﾟ ｽ ﾄ ｾ ﾝ ﾀ ｰ H12 ― ― ― 廃止 

※最適整備構想策定のための施設の機能診断調査を実施済の施設 
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表4-1０ 長寿命化一覧表（雨水排水ポンプ場） 

施 設 名 建築 

長寿命化計画 

最適整備構想 

長寿命化工事 

機能強化事業 

実施 予定 実施 予定 

西 田 川 排 水 機 場 S62  ○  ○ 

山 根 井 排 水 機 場 S59  ○  ○ 

松 代 １ 号 ポ ン プ 場 H5 ○  ○  

三 念 沢 ポ ン プ 場 H6 ○    

神 明 広 田 ポ ン プ 場 H7 ○    

砂 田 ポ ン プ 場 H10  ○  ○ 

東 福 寺 ポ ン プ 場 H10  ○  ○ 

更 北 南 部 ポ ン プ 場 H11  ○  ○ 

寺 尾 ポ ン プ 場 H12  ○  ○ 

稲 里 ポ ン プ 場 H13  ○  ○ 

沖 ポ ン プ 場 H14  ○  ○ 

南 部 ポ ン プ 場 H20  ○  ○ 

赤 沼 ポ ン プ 場 H23  ○  ○ 

宮 川 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

大 豆 島 ポ ン プ 場 建設中 ― ― ― ― 

綿 内 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

浅 野 島 ポ ン プ 場 計画 ― ― ― ― 

堀 中 島 ポ ン プ 場 H24  ○  ○ 
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【取組内容】 老朽管解消事業（管路施設） 

項 目 現 在 値 目 標 値 

管渠調査、改築・更新 0km（H21） 74km（H32） 

年度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

管渠調査 

計画値 
km 

17 34 44 54 64 74 

実績値 46.5 53.6 

改築更新 

計画値 
km 

3.6 7.2 10.2 13.2 15.2 17.2 20.2 

実績値 0.7 1.6  

目 標 
平成 32年度末までに耐用年数を超える74kmの管路調査を行い、平成26年度から耐

震化も考慮した改築・更新を20km行います 

１）実施状況 

管路施設の老朽管解消事業については、現在までに53.6kmの管渠調査を行い、緊急に対策

が必要と判断された3.0kmのうち1.6kmの改築更新を行いました。今後も老朽管解消事業を

継続します。 

２）新たな課題 

本市の耐用年数を超過する老朽管路は、平成 47 年度以降急速な増加が予想され、道路陥没

事故等につながる破損等が発生する危険性の高い管渠について最優先に老朽化対策を実施して

いく必要があります。 

老朽管路は、今後20年間で389km（全体の16.5％）を超えるため、長期的な視野に立っ

た改築計画の策定が必要です。 

図４－6 老朽管路の増加予測 
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施
工
延
長(

㎞
）

年度

50年以上経過管 40～49年経過管
30～39年経過管 20～29年経過管
10～19年経過管 10年未満経過管

耐用年数超過管延長

平成27年度末 79.4ｋｍ (    3.4％)

10年後 132.3ｋｍ (    5.6％)

20年後 389.3ｋｍ (  16.5％)

30年後 1,062.8ｋｍ (  45.2％)

40年後 1,998.6ｋｍ (  84.9％)

50年後 2,353.6ｋｍ (100.0%)

総延長 2,353.6ｋｍ 
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【取組内容】 不明水対策（管更生） 

項 目 現 在 値 目 標 値 

管更生 3.8km（H21） 12.5km（H32） 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 
km 

3.8 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 

実績値 4.8 6.3 7.4 8.3 9.2  

目 標 平成 34年度末までに不明水の多い地区を対象に管更生を実施します 

１）実施状況 

不明水対策事業については、管更生工事を行うことにより浸入水を減少させ、処理場への負

担を負担を軽減すると共に汚水処理コストの縮減を目標としています。 

若槻・浅川団地地区においては、平成 18 年度より対策に着手し、その後不明水が特に多い

とされた9.2kmについて重点的に対策を行いました。 

結果、対策実施前の平成 23 年度と対策後の不明水量の比較では、更生前の平成 23 年度に

対して約70％軽減されています。 

図４－７ 降雨量に対する不明水量 

２）新たな課題 

平成 27 年度末において本市には、水密性が低く老朽化に伴う不明水の浸入が特に懸念され

る陶管及び鉄筋コンクリート管が約324km埋設されています。 

これらの多くは、本市の下水道事業開始当初に採用されたものが多く、中心市街地に集中し

ており対策が必要です。 
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２ 施設空間の活用 

【取組内容】 施設有効利用の調査 

項 目 現 在 値 目 標 値 

東部浄化センター 

水処理棟の空間利用 
未実施 調査実施 

年 度 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

計画値 実施 実施 実施 実施 

実績値 実施 

目 標 
施設上部覆蓋について、公園整備、太陽光発電パネルの設置等、上部空間の有効

利用について調査を実施します 

１）実施状況 

平成２３年度に地域新エネルギー設備導入に関する調査として水処理施設上部の利用につ

いて検討を行いましたが、水処理施設の耐震強度を確保することが困難との結果になりました。 

このため、平成２７年度に近隣地域住民との意見調整を行い、未利用となっている水処理施

設建設予定地をテニスコート及びグラウンドとして、利用プランをまとめ地域コミュ二ティの

形成に向けた施設空間の多目的利用に着手しました。 

東部浄化センター施設利用計画図 
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【取組内容】 経営健全化の推進 

項 目 現 在 値 目 標 値 

適正な人員配置 未実施 １０％削減 

年 度 H23 H27 H32 

計画値 ８１人 76 73 

実績値 ８１人 74 

目 標 平成 32年度までに１０％の人員削減を実施する 

１）実績と課題 

   平成28年４月1日現在で下水道関連の職員数は74人であり、削減目標を達成しました。 

  平成 28年度現在では、下水道管路設計事務に従事する職員は、８人に減少しています。 

今後人口減少に伴う料金収入減などの要因により経営環境の厳しさが増していく中で、将

来の老朽化施設更新への対応やお客様のニーズに的確に応えていくためには、組織体制の効

率化を進めるほか適正な人員確保や、職員一人ひとりのスキルアップが必要となります。 

図４－８ 職員数の推移 

【取組内容】 包括的民間委託の継続 

項 目 現 在 値 目 標 値 

包括的民間委託 ６施設 ２８施設 

年 度 H23 H27 H32 

計画値 ６施設 １１施設 ２８施設 

実績値 ６施設 ６施設 

目 標 平成 32年度までに２8施設に導入します。 

１）実績と課題 

農業集落排水事業の汚水処理施設（２２施設）に対して技術管理業務委託を導入し、民間

事業者の創意と工夫により公共サービスの質の向上及び経費の削減に努めています。 

なお、設備導入時から職員が行ってきた維持管理業務についても順次包括的民間委託業務

に移行するなど効率的な運営の推進に努めています。 

   技術職員が減少するなか、施設維持に関する民間委託を進める必要があります。 


